
  

 

半
田
市
明
る
い
青
少
年
都
市
推
進
本
部
設
置
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
十
七
日  
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半
田
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第
五
号 

半
田
市
明
る
い
青
少
年
都
市
推
進
本
部
設
置
規
則
を
廃
止
す
る
規
則 

半
田
市
明
る
い
青
少
年
都
市
推
進
本
部
設
置
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
半
田
市
規
則
第
二
十
九
号
）
は
、

廃
止
す
る
。 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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